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沼津市議会業務継続計画(議会 BCP) 

１ 目的 

  市では、平成 25年度に東海地震や東南海・南海地震の発生を想定し、市民の生

命、生活および財産の保護を図るために災害発生時に優先して遂行する業務とそ

の対応手段を定め、かつ復旧を迅速・円滑に進めることを目的とした「沼津市業務

継続計画地震・津波対策編」（BCP）を策定した。 

市議会においても、大規模災害時に、議事機関としての議会本来の機能を維持

するため、議員はその責任を自覚し行動する必要がある。 

その他、未知のウイルス等によるパンデミックなど、感染拡大を防ぐための在宅ワ

ークやオンライン会議など新しい業務のあり方も広がっている。 

  このため、市議会は、大規模災害やパンデミックなど緊急時においても議会機能

を維持するために、災害時における議員の行動指針、体制等について沼津市議会

業務継続計画（以下「議会 BCP」という。）を定める。 
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２ 行動指針 

（１）大規模災害時の議会の行動指針 

  議会は、議会の機能を停止することなく、適正かつ公正に議会を運営する。 

 

（２）大規模災害時の議員の行動指針 

議員は、次のように行動する。 

◆ 地区自主防災組織と連携し、地域の一員として市民の安全確保と応急対応

等にあたる。 

◆ 避難所支援など、地域における共助の取り組みが円滑に行われるよう協力

する。 

◆ 被災状況や被災者の要望等の情報収集に努め、必要に応じ、議長に情報を

提供する。 

◆ 沼津市災害対策本部（以下「災害対策本部」という。）の担当職員がその業務

に専念できるように、議員は十分に配慮する。 

◆ 市民に対し、知り得た正確な災害情報を、積極的かつ適切に提供する。 

 

（３）パンデミック時の議会・議員の行動指針 

感染症対策は、感染症の種類により異なる対応が必要となる。初期段階におい

て、それぞれの感染症において示される関係機関からのガイドライン等に基づき、

感染拡大を防ぐための基本的な取り扱いに加え、必要な対処をしていく。 

議長の指示のもと情報収集を行い、議会の開催方法、議員の行動について定め

ることで、議会の機能を停止することなく、適正かつ公正に議会を運営する。 
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３ 議会 BCPが対象とする災害等 

対象とする災害の判断基準は、以下のとおりとする。なお、本計画ではこれら災

害等について『大規模災害』と称する。 

   

① 市内で震度５弱以上の地震が発生したとき 

② 大津波警報が発表されたとき 

③ 「南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒) 」が発表されたとき 

④ 東海地震に関する「警戒宣言」が発表されたとき 

⑤ レベル５（河川氾濫・大雨・土砂災害・高潮）特別警報、暴風・暴風雪・大雪

の各特別警報のいずれかが発表されたとき 

⑥ 大規模（災害救助法適用の２割）な災害が発生したとき 

⑦ 噴火警戒レベル５の噴火警報が発表されたとき 

⑧ その他重大な災害、テロ、感染症などの危機事象及び突発的災害※が発生

し、災害対策本部が設置されたとき 

  ※突発的災害：航空機の墜落、ガス爆発、船舶の海難、大規模な排出油等事故、大規模事故（道路・鉄道） 
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４ 基本的な災害対応の流れ 

    ① 沼津市災害対策本部 設置（当局側） 

       議会事務局長が災害対策本部の構成員として、市全体の情報を議会と共

有するパイプ役となる。 

 

② 沼津市議会内情報本部 設置 

議会 BCPが対象とする災害等が発生、または災害等の発生が予測され、 

議長が必要と認めるとき、議長は、議長・副議長・議会事務局職員で構成さ

れる「沼津市議会内情報本部（以下「議会内情報本部」という。）」を設置し、

次の業務を行う。 

◇ 議会事務局長を通じて市の災害対策本部との情報共有を図る。 

◇ 必要な情報は速やかに議員へ連絡し、必要に応じて協議等を行う。 

◇ 災害対策本部が迅速かつ適切な災害対応に専念できるよう配慮する。 

◇ 議事機関としての機能を維持するために必要な業務を優先して行う。 

◇ 必要に応じて審議・調査等が行えるよう体制を整備する。 

 

③ 議会運営委員会・全員協議会の開催 

発災後概ね７日（休日を含む）以内に、議会運営委員会・全員協議会を開

催し、次の協議等を行う。 

◇ 復旧・復興が迅速に進むよう、必要な条例や予算等を速やかに審議す

る。 

◇ 広域的な応援体制が必要と判断したときは、関係自治体の議会と情報 

を共有し、積極的に連携を図る。 

◇ 迅速な復旧及び復興の実現に向け、国、県、関係機関等に対し、要望活

動を行う。 
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５ 議員の行動の優先順位 

会議開催中と休会中、閉会中等で対応が異なるが、基本的な行動の優先順位は

次のとおりとする。 

 

① 自身の安全確保・家族の安全確保 

② 周囲の安全確認 

③ 周囲や住居の被害状況の確認 

④ 避難誘導（被災者があるときは救援活動） 

⑤ 安否確認メールへの返信等（安否確認報告優先順位は１３ページ） 

⑥ 安定的な連絡方法の確保 

⑦ 議長への状況報告 

⑧ 地域での救援・防災活動※ 

⑨ 指示に従い全員協議会出席、非常時優先業務等 

   ※防災活動を行うときは、その活動に支障のない安全な服装（ヘルメット、安全靴、沼津

市議会のビブス着用）とする。 

 

 

６ 議長に事故あるとき 

議会 BCPに係る意思決定について、議長に事故あるときは、次の順位で指揮

する。下記の者がすべて事故あるときは、連絡の取れる者の中からふさわしい者を

互選で決める。 

① 副議長 

② 議会運営委員会委員長 

③ 総務経済委員会委員長 

 



7 

 

７ 市庁舎及び議会棟が使用できないとき 

  崩壊やその危険性があるため、市庁舎及び議会棟が使用できないときは、災害対

策本部と同じ建物で業務を継続することとし、つぎの順位とする。下記の建物がす

べて使用できないときは、その時に使用できる建物の中から議長が決める。 

① 駿東伊豆消防組合 沼津南消防署 

② 市民文化センター 

③ 市立図書館 

 

 

 

 

 

 

８ 発災時の業務 

  発災時の業務行動は次の 3区分により定める。 

① 初動期（大規模災害発生から概ね 24時間が経過するまで） 

② 初動期経過後７日以内 

③ ７日以降、議会が通常の機能を回復するまで 
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（１）初動期（大規模災害発生から概ね 24時間が経過するまで）の業務行動 

 

 

  

 

＜議会事務局＞ 

□ 直ちに登庁する。 

□ 連絡機器の動作確認を行い、全議員に安否確認メールを送信 

する。 

 

 

＜議員＞ 

□ 被災状況確認後、地域で避難誘導・救援活動を行う。 

□ 自身や家族等の安全を確認し、速やかに安全な場所に避難した上で、 

自らの安否とその居所及び安定的な連絡方法等を議長に報告する。 

 

 

＜議長及び副議長＞ 

□ 直ちに登庁する。 

□ 議会事務局員と情報共有を行う。 

□ 議会内情報本部の設置を検討する。 

 

 

＜議長及び委員長等＞ 

□ 直ちに会議等を休憩し、出席者及び傍聴人等の安全を確保 

する。 

□ 災害の状況により、その日の会議等を散会する。 

 

会
議
等
開
催
中
※ 

□ 議会内情報本部を設置した旨をグループウェア（Microsoft365）のチャット等を使用し、全議員に連絡する。 

□ 必要に応じ全議員への連絡方法として災害伝言ダイヤル（１７１）の録音機能を使用する。 

□ 議会事務局は、あらゆる手段により全議員の安否確認を行い、議長に報告する。 

□ 議会事務局は、災害対策本部からの情報を速やかに議長及び副議長に報告する。 

□ 議長の指示により、議員に対し、収集・把握した災害情報の的確な提供を行う。 

 

議

会

内

情

報

本

部 

設

置 

※本会議、委員会、その他議員が出席して行う会議開催中の場合 

＜議員＞ 

□ 状況確認後、原則退庁する。（必要に応じて議長等は、議員を

待機させることができる。） 

 

＜議会事務局＞ 

□ 傍聴者の避難誘導その他安全確保のための対応を行う。 

 

＜議長＞ 

□ 被災状況を勘案して必要があると認めたときは、視察団に対

し、視察の終了及び帰市若しくは帰庁を命ずる。 

 

委

員

会

等

視

察

時 

＜議員＞ 

□ 視察団の責任者（委員長または会派代表者等）は、速やかに

被災状況を議長に報告する。 

□ 視察団の責任者は、被災状況を勘案して必要があると認めた

ときは、視察を終了し、帰市 （市内視察にあっては帰庁）す

る。 

 

基 本 行 動 

＜議会事務局＞ 

□ 職員が随行しているときは、視察団の責任者を補佐し、視察

団全体の安全に配慮する。 
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（２）初動期経過後７日以内の行動基準 

 

 

  

 

＜議会事務局＞ 

□ 災害対策本部及び議員からの被災情報を収集・整理し、議長へ

提供する。 

□ 議長の指示により、災害対策本部の活動状況に配慮した上で、

必要に応じて被災や復旧の状況及び今後の災害対応等につい

て説明を求める。 

□ 議長の指示により、会派または議員に対し、収集・把握した災害

情報の的確な提供を行う。 

□ 必要に応じて審議・調査等が行えるよう議場・委員会室の復旧、

各種システムの動作確認、代替手段の検討等、議会内の体制を

整備する。 

 

 

 

＜議員＞ 

□ 議長からの指示があるまでは、地域における被災状況や被災者の要望

等の情報収集に努め、必要に応じ議長（議会内情報本部）に情報を提供

する。 

□ 市民に対し、知り得た正確な災害情報を積極的に提供する。 

□ 地域の一員として避難所支援などの共助の取り組みが円滑に行われる

よう協力をする。 

□ 居所及び安定的な連絡方法等に変更が生じた場合は、その都度議長に

報告する。 

□ 議長等から全員協議会等の開催のため指示があったときは、速やかに

指示に従う。 

 

＜議長及び副議長＞ 

□ 議員からの情報のうち、以下の事項に該当するものは議会内情

報本部に一本化し、議会として取りまとめる。 

ア 被災地域における復旧工事等の要望に関すること。 

イ 各避難所における運営方法等の要望に関すること。 

ウ 国、県に対する緊急要望の取りまとめに関すること。 

エ その他、議長が必要と判断した事項。 

□ 議会内情報本部で集約した情報を、市民の意見、要望等を踏まえ

ながら、復旧及び復興が迅速に進むよう、必要に応じて災害対策

本部に対し、提案、提言及び要望する。 

□ 開議することができない場合に限り、市長から復旧・復興に必要

な条例や予算等を専決処分したい旨の報告を受けることにより、

専決処分を承認する。ただし、内容により開議して審議する必要

があると判断した場合は、開議を待つよう市長に進言する。 

 

 

議 会 内 情 報 本 部  

急

施

議

会

の

開

催 

＜議長及び副議長＞ 

□ 発災後概ね７日（休日を含む）以内に、議会運営委員会を開催

する。 

□ 全員協議会を開催するにあたっては、沼津市議会全員協議会

に関する内規の規定に基づき、議会運営委員会に諮る。 

□ 全員協議会への参集方法は、登庁、オンライン等、議員の状況

に応じ、その時点でより良い方法を指示する。 

□ 全員協議会では、市内の復旧・復興が迅速に進むよう、必要な

条例や予算等を速やかに審議するため、本会議開催に向け必

要な案件を協議する。 

議会運営委員会  開催 
＜議会事務局＞ 

□ 本会議及び委員会の再開に向け、議場・委員会室の復旧、各

種システムの動作確認、復旧に向けた委託業者等との連絡調

整等、議会内の体制を整備する。 

 

全員協議会 

開催 

本会議 

開催 
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（３）７日以降、議会が通常の機能を回復するまでの行動基準 

 

 

  

 

 

＜議会事務局＞ 

□ 市民への議会情報の発信のため、報道機関の取材・問い合わせ

への対応、市議会ホームページの復旧・再開に向けた準備を行

う。 

 

 

 

＜議員＞ 

□ 議長からの指示があるまでは、初動期から引き続き地域における被災状

況や被災者の要望等の情報収集に努め、必要に応じ議長（議会内情報

本部）に情報を提供する。 

□ 市民に対し、知り得た正確な災害情報を積極的に提供する。 

□ 地域の一員として避難所支援などの共助の取り組みが円滑に行われる

よう協力をする。 

□ 居所及び安定的な連絡方法等に変更が生じた場合は、その都度議長に

報告する。 

□ 議長等から参集等の指示があったときは、速やかに指示に従う。 

 

 

 

＜議長及び副議長＞ 

□ 迅速な復旧及び復興の実現に向け、国、県、関係機関等に対し、

適時適切に要望活動を行う。この場合においては、広域的な視点

に立って、関係自治体の議会とも十分に連携を図る。 

□ 初動期からの業務を継続して行うとともに、早急に通常の議会機

能が回復できるよう努める。 

 

□ 通常の議会機能が回復できたと判断した場合には、議会内情報本部を解散する。 議

会

内

情

報

本

部 

解

散 

議 会 内 情 報 本 部   
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（４）パンデミック時の行動基準（災害対策本部が立ち上がった場合） 

 

 

  

 

＜議会事務局＞ 

□ 直ちに登庁する。 

 

 

 

 

 

□ 速やかに議会内情報本部を設置した旨をグループウェア

（Microsoft365）のチャット等を使用し、全議員に連絡する。 

 

＜議員＞ 

□ 本人及び同居家族等の健康状態や医師の診断状況等、必要な情報を

把握する。 

□ 感染拡大防止のため、会議、委員会等に出席できないときは、当日の開

議時刻までに議長へ欠席を届け出る。 

□ オンラインによる委員会、協議の場への出席を希望する場合は、その旨

議会事務局に申し出て、指示を仰ぐ。 

□ 不要不急の外出・登庁は控え、自身の健康観察を行う。 

□ 市民からの要望等の情報収集に努め、必要に応じ議長（議会内情報本

部）に情報を提供する。 

 

 

＜議長及び副議長＞ 

□ 電話・メール等により議会事務局と調整を行い、必要に応じて登

庁する。 

□ 議会事務局から報告される災害対策本部の状況に応じて議会内

情報本部の設置を判断、決定する。 

 

 

□ パンデミック下においても議会機能を維持するために、関係機関

からのガイドライン等に基づき、以下のような基本的な取り扱いに

ついて検討する。 

議 会 内 情 報 本 部  設 置 

□ パンデミック下においても議会機能を維持するために、関係機関からのガイドライン等に基づき、以下のような基本的な取り扱いについて

検討する。 

・議員及び議員の家族、事務局職員に感染症罹患者、疑い者が発生した際の対応方針 

・議場、委員会室、傍聴席への入場ルールの作成 

・感染拡大防止策（消毒液、非接触型体温計等の設置等） 

・市の感染症拡大防止に資する事業実施のための、臨時会の開催や会期の短縮などの対応 

・会議の実施方法（質問者数の制限、文書による質問等）の検討 

・臨時会、定例会中の会議、委員会出席者の感染防止対策 

・オンラインによる委員会、全員協議会の実施 

・議員、議会事務局職員の勤務体制の見直し（当番制等） 

・本市への行政視察受入れ、会派での行政視察の自粛 

・市民への議会情報の発信のため、報道機関への投げ込み、取材対応、市議会ホームページへの掲載などの周知 

 

□ 検討結果を議会運営委員会等で諮り、速やかに全議員に周知する。 
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９ 防災訓練 

大規模災害が発生した場合において本計画を効果的に運用するため、年間を通

じて実践的な訓練を実施する。なお、訓練内容については議長に一任する。 

 

（１）安否確認メール訓練の実施 

議員から議長への安否報告優先順位１位である、安否確認メールの訓練を概ね

５月から６月に 1回と、市内で実施される総合防災訓練、地域防災訓練に合わせ

行う。 

 

（２）情報連絡訓練の実施 

議員から議長への安否報告優先順位２位である、グループウェアのチャット等を

使用した情報連絡訓練を必要に応じて行う。 

 

 

10 日頃の防災対策 

 

有事の際、議員としてその責務を全うするためには、日頃から災害に対する準備を

意識しておく必要がある。 

発災後に持ち出すものとして、手袋、懐中電灯、携帯ラジオ、筆記用具等を準備し、

個人用として 3日分の食料、飲料水も確保する。 

また、自身のスマートフォンやタブレット端末等、議会事務局と連絡が取れる手段

を確保するとともに、予備の充電池等の電源を確保する。 

参集時、道路事情により自動車が使用できないことも予想されることから、必要に

応じて自転車やバイク等、代替手段を想定しておく。 
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安否確認報告優先順位 

 

1. 安否確認メール 

2. グループウェア（Microsoft365）内に設置する情報連絡チャット等 

3. メール、ＦＡＸ 

4. 電話連絡 

5. 上記（１から４）が不可能な場合は、災害伝言ダイヤル（１７１） 

 

 

 

■沼津市議会事務局 

（ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ） gikai-jim@city.numazu.lg.jp 

（ＦＡＸ） ０５５－９３１－１２２６ 

（直通電話） ０５５－９３４－４７１１ 

 

 

■災害伝言ダイヤル（１７１） 

 1.「１７１」をダイヤル 

 2. 録音(1)を選ぶ （再生は(2)） 

 3. ０５５－９３４－４７１１を入力 

 4. 「１」「＃」を押して、ガイダンスを聞いた後、録音 

 5. 「９」「＃」を押して録音を終了する 

 6. 自動で終話する 
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＜参考：令和２年コロナウイルス対応＞ 

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）：２０２０年（令和２年）２月１日指定感染症。おもな症状は、発熱、咳、

咳以外の急性呼吸器症状、重篤な肺炎。飛沫感染・接触感染を主とする。潜伏期間は１～１４日（５日間が最も

多い）。症状は１週間前後持続。４月７日、大都市圏で緊急事態宣言発出。４月１６日全国で緊急事態宣言発出。

５月１４日静岡県緊急事態宣言対象区域から除外。６月接触確認アプリＣＯＣＯＡ運用開始。 

 

議場、委員会室、傍聴席への入場について 

・手洗い、消毒の励行 

・せきエチケットの徹底       →関係者へ通知 

・マスク着用の推奨 など 

・傍聴は自粛を呼びかけ      →ＨＰ掲載 

本市への行政視察の受け入れについて 視察の受け入れを控える     →ＨＰ掲載 

会派での行政視察の実施について 会派等の視察の自粛 

政務活動費の取り扱い 

政務活動費の前期分を請求しない 

会派代表者から議長へ申し入れ 

→同日市長へ文書手渡し 

議員及び議員の家族、事務局職員に感染

症罹患者、疑い者が発生した際の対応を検

討 

感染者等が発生した際の連絡網、対応をまとめ。 

→基本的に厚労省のモデルケースに沿って対応 

沼津市議会が一枚岩となった対応 

早急な感染症拡大防止に資するため、予算の専決や

臨時議会の開催にあたり会期短縮など市議会として

柔軟な対応をしていく。      →議員によびかけ 

議員の感染拡大防止にかかる対応の検討 

・議長が感染した際の指揮権の確認 

・不要不急な登庁をさけることを決定 

・４月の常任委員会、特別委員会、だより編集委員会

の開催方法を検討（ZOOMを使用した会議も実施） 

会派代表者を通じ、平日 10時から 15時

に２名の議員が登庁し、当局に対する対応

を促した。 

平日で 2名体制の登庁を実施（2週間ほど） 

6月定例会の開催 一般質問について、各会派から１名が行うよう要請 

臨時会、定例会における感染防止対策の

検討 

・議席の変更（一つ空け） 

・当局出席者の調整（関係部長のみ出席） 

・検温の実施（体調不良の際には登庁しない） 

・議場等入場時のマスク着用 

・本会議開催時の議場のとびら開放 

・会議が長時間に及ぶ際の休憩(1時間おき) 

・議場、委員会室等への消毒用アルコール設置 

・議場演壇に水差し、おしぼりをおかない 
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議会棟３階 避難経路（地震・津波・火災時） 

 

　

階段

階段

 

 
議場

外階段

受付

傍聴
入口

３階　避難経路 (地震・津波・火災時）

議員控室
ロビー

委員会室

議長応接室

議長室
議会事務局

雑庫

給湯室

議会図書室

議員応接室

z

傍聴

入口

扉

扉

エレベーター

※災害時は使用しない

防火扉

防火扉

防火扉

非常出口

避難器具
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大規模災害時対応フロー 

 

大規模災害発生（職員は自動参集） 

 

 

市長は、災害対策本部を設置（議会事務局長が本部役員として出席） 

【初動期（災害発生から概ね２４時間が経過するまで）】 

議会内情報本部 議  員 

 

 

 

安否確認メール送信 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※議員からの安否連絡がない場合、次の 

 方法により議員へ安否確認を行う。 

・電話 

・災害時・緊急時の議員連絡用メール 

・ＦＡＸ 等 

 

 

 

 

返信 

※自身の居所と連絡方法が確立したと
き、または安否確認メールが届かない
ときは、次の優先順位のとおり自ら議
会事務局へ報告する。 

 

1.チャット等への報告 

2.メール、ＦＡＸ 

3.電話 

4.災害伝言ダイヤル 171 

 

【初動期経過後 7日以内】 

・自らの所在を明らかにし、連絡体制を確立 

・地域における被災者の安全確保や避難地、避難所への誘導等に協力 

・地域の被災情報や被災者の要望等の情報収集に努め、必要に応じて議会内情報本部に伝達 

・指示により参集・オンライン  議会運営委員会を経て、全員協議会 又は議会の開催 

 

 

議会内情報本部の設置 

  

会議開催中の場合、議員は 

状況確認後、原則退庁 

情報連絡チャット等の

設置→設置を報告 

  

全議員が登庁している場合は省略 


